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保
険
料
の
算
定

　

保
険
料
率
は
、
２
年
ご
と
に

改
正
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
28
・
29
年
度
は
、
保
険

料
率
が
変
わ
り
ま
す
（
左
下
の

図
の
と
お
り
）
。

保
険
料
の
軽
減

　

世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て

保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

∧
注
意
事
項
∨

　

軽
減
対
象
者
の
判
定
は
、
前

年
の
所
得
情
報
に
基
づ
い
て
行

い
ま
す
。
所
得
情
報
が
な
い
人

は
軽
減
の
判
定
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
市
保
険
事
業
室
（
後
期

高
齢
者
医
療
担
当
）
に
簡
易
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
軽
減
割

合
な
ど
、
く
わ
し
く
は
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

健
康
診
査

受
診
券
の
送
付

　

被
保
険
者
に
「
健
康
診
査
受

診
券
」
を
４
月
下
旬
に
送
付
し

ま
す
（
年
度
途
中
に
75
歳
に
な

る
人
に
は
、
誕
生
月
の
翌
月
に

順
次
送
付
し
ま
す
）
。

　

受
診
券
に
記
載
の
有
効
期
限

内
に
指
定
医
療
機
関
な
ど
で
１

回
無
料
で
受
診
で
き
ま
す
。
事

前
に
医
療
機
関
な
ど
に
連
絡

し
、
受
診
券
と
被
保
険
者
証
を

持
っ
て
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
次
に
該
当
す
る
人
は
、
病
院

や
施
設
で
健
康
管
理
が
図
ら
れ

て
い
る
た
め
、
健
康
診
査
の
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

○
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
６
か

月
以
上
継
続
し
て
入
院
中
の
人

○
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
介

護
老
人
保
健
施
設
・
養
護
老
人

ホ
ー
ム
・
障
害
者
支
援
施
設
な

ど
の
施
設
に
入
所
ま
た
は
入
居

し
て
い
る
人

　

退
院
・
退
所
な
ど
の
変
更
が

あ
っ
た
と
き
は
、
受
診
券
が
発

行
さ
れ
ま
す
の
で
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

◎
平
成
28
年
３
月
に
75
歳
に

な
っ
た
人
に
は
、
４
月
に
受
診

券
を
送
付
し
ま
す
。
29
年
３
月

ま
で
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

75
歳
に
な
る
ま
で
、
市
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

は
、
同
じ
内
容
の
「
特
定
健

診
」
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。人

間
ド
ッ
ク
費
用
の

一
部
助
成

　

被
保
険
者
が
人
間
ド
ッ
ク
を

受
診
し
た
と
き
、
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
∧
上
限
額
２
万

６
０
０
０
円
、
年
度
中
（
４
月

１
日
～
翌
年
３
月
31
日
）
１
回

限
り
∨
。

　

費
用
の
助
成
を
受
け
る
人

は
、
受
診
後
に
必
要
書
類
を

持
っ
て
市
保
険
事
業
室
（
後
期

高
齢
者
医
療
担
当
）
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
ま
で
領
収
書
な
ど
を
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

∧
申
請
に
必
要
な
も
の
∨

　

①
人
間
ド
ッ
ク
の
領
収
書
②

人
間
ド
ッ
ク
検
査
結
果
通
知
書

な
ど
の
写
し
③
被
保
険
者
証
④

口
座
情
報
が
分
か
る
も
の
⑤
印

鑑
。

◎
脳
ド
ッ
ク
は
助
成
の
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。

　
　

※　
　
　
　
　
　

※

問　

府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
（
保
険
料
率
等
資
格
関
係

☎
06
・
４
７
９
０
・
２
０
２

８
、
健
康
診
査
等
給
付
関
係
☎

06
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１
）

ま
た
は
市
保
険
事
業
室
（
後
期

高
齢
者
医
療
担
当
）

後期高齢者医療のお知らせ後期高齢者医療のお知らせ

保
険
料
が
改
定

　

平
成
28
年
度
の
保
険
料
が

改
定
さ
れ
、
定
額
保
険
料
は

月
額
１
万
６
２
６
０
円
に
な

り
ま
す
。　

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
年

齢
・
性
別
・
所
得
に
関
係
な

く
一
律
で
す
。

　

１
年
前
納
な
ど
、
納
付
方

法
に
よ
っ
て
は
納
付
額
の
割

引
が
あ
り
ま
す
。

学
生
の

納
付
特
例
申
請
を

受
付

　

学
生
で
、
国
民
年
金
の
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き

は
、
本
人
の
前
年
所
得
が
基

準
額
以
下
で
あ
れ
ば
納
付
特

例
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

４
月
１
日
よ
り
、
平
成
28

年
４
月
か
ら
29
年
３
月
ま
で

の
期
間
の
受
付
を
開
始
し
ま

す
。

∧
申
請
に
必
要
な
も
の
∨

　

①
年
金
手
帳
②
学
生
証
の

写
し
③
印
鑑
（
本
人
が
申
請

す
る
と
き
は
不
要
）
。

国
民
年
金
の
加
入
や

種
別
の
変
更
届

　

退
職
（
２
号
か
ら
１
号
）

や
厚
生
年
金
加
入
中
の
配
偶

者
の
扶
養
で
な
く
な
っ
た
と

き
（
３
号
か
ら
１
号
）
は
国

民
年
金
の
届
け
出
が
必
要
で

す
。

　

届
け
出
に
は
、
年
金
手

帳
・
印
鑑
な
ど
の
ほ
か
、
書

類
が
必
要
な
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　
　

※　
　
　
　
　

※

問　

市
民
課
（
年
金
担
当
）

　

平
成
28
年
度
（
４
月
～
29
年

３
月
）
の
保
険
料
は
６
月
に
決

定
す
る
た
め
、
年
額
保
険
料
を

10
回
に
分
割
し
た
納
付
書
ま
た

は
通
知
書
を
６
月
中
旬
以
降
に

送
付
し
ま
す
。

　

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

の
人
は
、
平
成
28
年
２
月
と
同

額
を
４
月
・
６
月
・
８
月
に
仮

徴
収
額
と
し
て
徴
収
し
ま
す
。

平
成
28
年
度
の
保
険
料
決
定

後
、
仮
徴
収
額
を
差
し
引
い
た

残
額
を
10
月
・
12
月
・
翌
年
２

月
に
本
徴
収
額
と
し
て
特
別
徴

収
し
ま
す
。
本
徴
収
開
始
の
お

知
ら
せ
な
ど
は
６
月
に
送
付
し

ま
す
。

※
保
険
料
の
決
定
に
は
前
年
中

の
収
入
申
告
が
必
要
で
す
。
確

定
申
告
や
勤
務
先
で
源
泉
徴
収

な
ど
を
し
て
い
な
い
人
は
、
収

入
が
な
く
て
も
必
ず
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。

加
入
・
脱
退
な
ど
の

届
け
出
は
14
日
以
内
に

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
・
脱

退
な
ど
は
、
必
要
な
書
類
な
ど

を
確
認
し
て
必
ず
14
日
以
内

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
届

け
出
が
遅
れ
た
り
、
忘
れ
た

り
す
る
と
、
保
険
給
付
が
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

∧
届
け
出
窓
口
∨

　

平
常
業
務
の
ほ
か
、
毎
週
木

曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
午
後
８

時
ま
で
と
毎
月
第
４
日
曜
日
午

前
９
時
～
午
後
５
時
30
分
に
受

付
を
行
っ
て
い
ま
す
。
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

※
各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

で
も
平
日
と
毎
月
第
４
日
曜
日

午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

（
堀
溝
サ
ー
ビ
ス
窓
口
は
午
前

10
時
～
午
後
５
時
）
に
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　
　

※　
　
　
　
　
　

※

問　

保
険
事
業
室
（
賦
課
担

当
）

　

国
民
健
康
保
険
料
の
確
保
と

期
限
内
に
納
付
し
た
人
と
の
負

担
の
公
平
性
を
図
る
た
め
、
滞

納
者
の
不
動
産
や
動
産
、
各
種

の
債
権
を
差
し
押
さ
え
、
そ
の

一
部
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

シ
ス
テ
ム
「
ヤ
フ
ー
官
公
庁

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
を
利
用
し
て

公
売
し
、
財
産
の
換
価
を
行
い

ま
す
。

　

公
売
に
参
加
す
る
人
は
、
入

札
前
に
「
ヤ
フ
ー
官
公
庁
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
参
加
申
込
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
参
加
申
込
の
と
き
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
公
売
保

証
金
の
納
付
が
必
要
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

▽
出
品　

バ
イ
ク
な
ど

▽
参
加
申
込
期
間　

４
月
11
日

午
後
１
時
～
27
日
午
後
11
時

▽
入
札
期
間　

５
月
10
日
午
後

１
時
～
12
日
午
後
11
時

※
滞
納
保
険
料
が
納
付
さ
れ
た

と
き
は
、
直
前
に
公
売
を
中
止

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

問　

保
険
事
業
室（
納
付
担
当
）

　

市
域
の
所
有
者
不
明
猫
の
繁

殖
、
増
加
を
抑
制
し
、
市
民
の

快
適
な
生
活
を
確
保
す
る
た

め
、
次
の
額
を
限
度
に
避
妊
・

去
勢
手
術
費
を
補
助
し
ま
す
。

○
避
妊
手
術
（
メ
ス
）
…
１
匹

に
つ
き
１
万
円

○
去
勢
手
術
（
オ
ス
）
…
１
匹

に
つ
き
７
千
円

∧
手
続
き
∨

　

①
申
請
書
を
提
出
（
受
付
後

に
交
付
決
定
通
知
書
を
市
か
ら

郵
送
）
②
獣
医
師
に
よ
る
避

妊
・
去
勢
手
術
後
、
手
術
実
施

報
告
書
提
出
（
受
付
後
に
補
助

金
額
確
定
通
知
書
を
市
か
ら
郵

送
）
③
請
求
書
を
提
出

※
す
で
に
終
わ
っ
た
手
術
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

∧
平
成
28
年
度
か
ら
申
請
手
続

を
見
直
し
ま
し
た
∨

　

申
請
な
ど
の
手
続
き
を
郵
送

で
も
で
き
ま
す
。
郵
送
申
請
を

希
望
す
る
と
き
は
事
前
に
環
境

推
進
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
環
境
推
進
課
」
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
ま
た
は
市
民
課
、
各

シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
配

布
し
ま
す
。

問　

環
境
推
進
課

国民健康保険料
平成 28 年度

インターネット
公売

インターネット
公売

差し押さえ財産の所
有
者
不
明
猫
の

避
妊
・
去
勢
手
術
費
を
補
助

所
有
者
不
明
猫
の

避
妊
・
去
勢
手
術
費
を
補
助

お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の

※被保険者の所得は、年金収入のみで年金収入が330万円未満のとき、「年金収入額－120万円
（公的年金等控除額）－33万円（基礎控除額）」となります。マイナスのときは０円です（遺
族年金などの非課税年金は上記の年金収入額には含みません）。

保険料
（年額）

（限度額57万円）

被保険者
均等割額

51,649円 10.41％

被保険者
１人当たり

所得割額

被保険者の
所得×所得割率

= ＋

大阪府の平成 28・29年度の保険料（被保険者１人当たり）


